
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）の概要
（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ：平成１５年改正により追加）

１ 法の目的：肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥
料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維
持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資すること

２ 肥料の区分と登録等
（１）特殊肥料（農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥、その他の肥料）

：生産、輸入する前に都道府県知事にその旨を届出
（２）普通肥料（特殊肥料以外の肥料）

登録肥料（公定規格が定められているもの。有害成分を含むおそれのある汚泥肥
料等を含む。)

：生産、輸入する前に農林水産大臣又は都道府県知事に登録
仮登録肥料（公定規格が定められていないもの。）

：生産、輸入する前に農林水産大臣に仮登録
指定配合肥料（専ら登録を受けた普通肥料が原料として配合される普通肥料）

：生産、輸入する前に農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届出

※特定普通肥料（含有している物質が植物に残留する性質からみて、施用方法に
よっては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産され
るものとして政令で定める普通肥料）

：生産、輸入する前に農林水産大臣に登録又は仮登録

３ 普通肥料の登録
（１）登録の調査：公定規格との適合性、名称の妥当性、植害の有無、適用植物の範囲及

び施用方法（特定普通肥料のみ） 等
（２）普通肥料の公定規格：含有すべき主成分の最小量、含有が許される有害成分の最大

量等（汚泥肥料等については、含有が許される有害成分の最大
量等）

（３）登録の有効期間（公定規格数：143種類）
３年又は６年

４ 普通肥料の仮登録
（１）仮登録の調査

公定規格のある類似肥料との同等性、名称の妥当性等
（２）公定規格の設定

肥効試験の結果、栽培試験の成績が真実であると認めたときは、公定規格を設定
（３）仮登録の有効期間：１年

５ 保証票の添付：譲渡する普通肥料には保証票の添付を義務付け
（記載事項）肥料の種類

肥料の名称
保証成分量（汚泥肥料等については、主要な成分の含有量）
生産業者の氏名、住所
適用植物の範囲及び施用方法（特定普通肥料のみ） 等



６ 特定普通肥料の施用基準

特定普通肥料の施用者は、農林水産大臣が定める施用基準に違反して施用してはなら

ない。

７ 特殊肥料の品質表示基準

（１）表示対象肥料

・たい肥（汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。）

・動物の排せつ物

（２）表示の基準

主要な成分の含有量、原料の表示の方法等

８ 肥料の販売業者の届出：事業の開始後都道府県知事にその旨を届出

９ 立入検査、行政処分

農林水産大臣又は都道府県知事は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その

職員に、生産事業場等に立入検査等を行わせることができる。

農林水産大臣は肥料の取締り上必要があると認めるときは、独立行政法人肥飼料検査
所に、生産事業場等に立入検査等を行わせることができる。

農林水産大臣又は都道府県知事は、生産業者等がこの法令に違反したときは、譲渡制

限、登録の取り消し等を行うことができる。

10 回収命令

農林水産大臣は、法律に違反して肥料を譲渡等した事業者に対して、肥料の回収等を

命ずることができる。

11 厚生労働省及び環境省との連携の強化

農林水産大臣は、特定普通肥料を登録等する場合、施用基準を定める場合等は、厚生

労働省及び環境省と協議し、又は意見を聞かなければならない。

○肥料の品質保全のしくみ

〔肥料の区分〕 〔 生 産 ・ 輸 入 〕 〔販 売〕

表示制度の特 大臣の指定する肥料
事殊 (米ぬか、たい肥等４６種類) 対象外

(魚かす等)肥
農肥 料 業

表示の添付
料 場 業(たい肥等)

登録肥料
毎 者(公定規格 が定められているもの)

(注)

例：硫安、化成肥料等普
通 の 等
肥
料 保 届 消

仮登録肥料 証
費(公定規格が定められていないもの) 票 け

の
添 出 者
付

指定配合肥料
(登録を受けた普通肥料を原料とし
て配合した肥料)
例：硫安、化成肥料等を配合したも

の等

(注)公定規格：含有すべき主成分（窒素、りん酸、加里等）の最小量・最大量、
含有が許される有害成分の最大量 等を規定



特定普通肥料について

特定普通肥料
含有している成分である物質が植物に残留する性質からみ

て、施用方法によっては、人畜に被害を生ずるおそれがある農
産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料

（普通肥料：農林水産大臣が指定する米ぬか、たい肥等の肥料以外の肥料）

生産業者・輸入業者 販売業者 施用者

肥料全体 植物に害がある場合に譲渡又は引渡しの制限・禁止等

人畜に害がある不良品の発生時に譲渡又は引渡し・施用の制

限・禁止等

・登録のないものの生産・輸 ・販売業者の届出

普通肥料 入の禁止 －

・保証票のないものの販売の ・保証票のないものの

禁止 販売の禁止

・施用方法の同 上 同 上

特定普通 遵守義務

肥料 ・保証票のな

保証票に施用方法の記載 いものの施・

用の禁止

・生産・輸入業者の届出 ・販売業者の届出

特殊肥料 －

・表示の指示 ・表示の指示



○ 食品安全委員会への諮問について

【特定普通肥料以外の場合】 【特 定 普 通 肥 料 の 場 合】

農林水産省 農林水産省 内閣府 厚生労働省
環境省

農林水産大臣 農林水産大臣 厚生労働大臣食品安全委員会
環境大臣

諮問公定規格の設定等
食品答申

諮問 健康特定普通肥料の指定等
答申

影響
登録（仮登録）申請受登録（仮登録）

申請受付 衛生上、環境付 評価
上の観点から、諮問 登録(仮登録)の

答申 諾否について協
議協議

諾否
肥料の登録(仮登録)肥料の登録(仮

登録) 衛生上、環境意見聴取施用基準の制定等 上の観点から、
意見提出 幅広く意見を聴

取






